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立命館大学法学部
    国際共同研究プロジェクト

事務局：出口雅久

１．プロジェクト発足の経緯
　わが立命館大学法学部は、ここ数年来、ケ
ルン大学法学部およびフライブルク大学法学
部と国際学術交流を積極的に推進してきた。
そのきっかけは、両大学に数多くのスタッフ
が留学したことから始まっている。すなわ
ち、ケルン大学では、中島茂樹教授、大河純
夫教授、村上弘教授が、フライブルク大学で
は、畑中和夫教授、松岡正美教授、吉村良一
教授、吉田美喜夫教授、また筆者自身も在外
研究をした経験がある。現在の法学部におけ
る主要な研究関心として、とりわけドイツの
大学との国際共同研究に重点を置いてきたの
である。
　以上のような経緯から、ドイツの大学との
双方向的・継続的な学術交流を促進するため
に、１９９３年９月初旬には、ケルン大学よ
りペーター・ハナウ教授（労働法・元学長・
本学名誉博士）、ボルフガング・リュフナー
教授（社会保障法）、イェンツ・ペーター・
マインケ教授（民法）を立命館大学に招聘
し、「高齢化社会と法」と題する国際共同研
究会を開催した（詳細は、立命館法学２３４
号参照）。また同時に、夏期集中講義におい
ては、「外国人労働者の法的諸問題」を共通
テーマにして立命館側スタッフと共同してリ
レー講義を開催した。いずれも日独において
極めて重要な法的課題とされているテーマで
あり、とりわけ、立命館側にとって重要な情
報収集の機会であった。
　また、同じく９月下旬には、フライブルク
大学法学部より、マンフレート・レービッ
シュ教授（労働法・前学長・本学名誉博
士）、ディーター・ライポルド教授（民事訴
訟法）、ボルフガング・リュケ教授（民事訴
訟法）、トーマス・ヴュルテンベルガー教授
（行政法）、ライナー・バール教授（憲法）
が来日された機会に、各先生方には法学会お

よび国際学術交流会共催で連続講演会を開催
していただいた（詳細は、立命館法学２３
３・２３６・２３７号参照）。
　
２．プロジェクトの継続的推進
　上記いずれの研究会においても著名なドイ
ツ人研究者を立命館大学にお迎えすることが
でき、わが法学部として国際学術交流を積極
的に展開する契機となった。その後もケルン
大学とは、継続的に学術交流を進めていく具
体案が提起された。すなわち、ケルン側の
コーディネーター役のハナウ教授から、まず
第一に、「高齢化社会と法」について今度は
日本側の現状をドイツで報告する機会を得た
いとの提案があった。第二に、大学機関ばか
りでなく、その他の研究機関やケルン市との
関係（京都市は姉妹都市）を強化するため
に、両国で問題となっている「環境問題」に
ついても公開講演会の形式で共同研究を行っ
てはどうかとの提案があり、立命館大学側と
しても、これを法学部教授会で承認し、早
速、事務局体制を確立し、予算措置、研究計
画の策定に入った。その後、１９９５年８月
に、事務局担当の筆者がドイツ留学（フライ
ブルク）のため渡独した機会に、当時ゲッチ
ンゲン大学留学中の和田真一助教授ととも
に、ケルン大学、国際交流基金および独日法
律家協会と現地交渉を担当した。立命館大学
側では、大河純夫教授が中心となって事務局
を取り仕切り、独文による報告原稿を作成す
るために数回に渡る準備研究会が開催され
た。

３．立命館大学法学部ドイツ国際共同研究
　立命館大学法学部としては、これまでのド
イツの大学との学術交流の経緯から、１９９
５年９月に予定された立命館大学法学部のド
イツ訪問では、まずはじめにフライブルク大
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学において事前研究会を開催し、その後ケル
ン大学において国際共同研究会を開催した。
以下、その内容について簡単に紹介すること
にする。
　まず、９月１３日にドイツ入りした第一陣
は、９月１４日にフライブルク大学学長・
レービッシュ教授を表敬訪問し、全員昼食会
に招待された。同日午後は、ヴュルテンベル
ガー教授の公法研究所において、佐上善和教
授が「環境訴訟と裁判の役割」について、吉
田美喜夫教授が「高齢者の再雇用」につい
て、田村悦一教授が「高齢者の保護」につい
てそれぞれ講演し、活発なディスカッション
が展開された。当日の研究会はフライブルク
大学法学部のご協力を得て、レービッシュ学
長をはじめ、コーディネーター役のヴュルテ
ンベルガー教授、ライポルド教授、ホラー
バッハ教授（法哲学）、バール教授、ショッ
ホ教授（行政法）、ブロイ教授（刑法）、
ケーベル教授（社会保障法）ほか助手、留学
生、ドクトランド、日本人研究者ら４０名近
くが参加し、これまでのフライブルク大学と
の地道な学術交流の成果であると感じた次第
である。研究会終了後、立命館大学で二回に
わたる夏期集中講義を担当されているヴュル
テンベルガー教授宅に招待され、各研究者同
士で懇親を深めることができた。
　翌１５日午前中は、マックス・プランク刑
法研究所にエーザー所長を訪問し、同研究所
の運営・財政・研究体制についてお話しを聞
くことができた。わが法学部としても、懸案
の法律研究所の将来構想にとって非常によい
参考になった。尚、エーザー教授は、本年４
月８日に立命館大学で講演をする予定であ
る。さらに、夕方には、シュバルツバルトの
麓にある閑静なバール教授宅でお茶を戴き、
フランク教授（民法）らも交えて将来の学術
交流の在り方について懇談した。
　さて、９月１６日はケルンへの移動日で、
ケルン大学との国際共同研究会は１７日から
がスタートとなった。同日、ケルンで合流し
た第二陣、総勢１６名でハナウ教授のご令嬢
の案内でケルン市内を観光した後、ハナウ教
授宅でお茶をご馳走になった。また夕方から

は、ケルン市フィルハーモニーのコンサート
に招待され、シンポジュウム前日は非常にリ
ラックスすることができた。
　１８日午前中は、ケルン大学においてシン
ポジュウムの準備研究会を開催した。午後か
らは、ケルン市による環境保護関連施設を訪
問した。夕方、ケルン市庁舎において、吉村
良一教授とヘルムート・クリューガー教授に
よる「ドイツと日本の環境法－その強みと弱
み」と題する公開講演会を開催した。当日
は、１２０名を越える一般市民を加えた参加
者が集まり、日独における環境問題の関心の
高さが目立った。講演会終了後、ノルベル
ト・ブルガー・ケルン市長主催の歓迎会が開
催され、姉妹都市京都からの公式訪問者とし
て暖かい歓待を受けた。
　翌１９日午前中は、前日の環境法のテーマ
について佐上教授、安本教授、村上教授、松
宮教授および吉村教授が個別報告を行った
後、プリュッティング教授（民事訴訟法）、
クリューガー教授を中心に活発な議論が展開
された。午後の休憩を経て、夕刻より、ケル
ン・日本文化会館において「高齢化社会と
法」に関するシンポジュウムを開催した。ド
イツ側はリュフナー教授が、立命館側は田村
教授と吉田教授が報告を行った。議論の中心
は、日独における高齢者の保護、定年制、年
金問題、再雇用等であった。日本文化会館
は、改修中であったにもかかわらず、日独法
律家協会会員,ケルン大学日本学研究所フラン
スェスカ・エムケ教授・Ｒ・ホイザー教授を
はじめ、６０名に及ぶ参加者を得て、日独に
おいて懸案の高齢化社会における諸問題につ
いて日独の文化論を交えながら積極的な議論
が展開された。シンポジュウム終了後は、清
水陽一館長のご好意により懇親会を設けるこ
とができ、日本学をはじめ、法律学以外の広
い学術交流の機会を得る事ができたことは大
きな成果であった。
　２０日午前中は、ケルン大学において前日
の「高齢化社会と法」に関して、大河教授、
鹿野助教授、二宮教授、吉田教授、山本助教
授、田村教授が個別報告を行い、ケルン側か
らは、リュフナー教授、ハナウ教授、マイン
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た州政府側に対して、行政裁判所がきわめて
職権的に訴訟指揮を行っていた場面を目の当
たりにして、ドイツの裁判官の地位の高さ
（行政官に対しても）を再認識させられた。
後で事情を聞いたところによれば、州政府が
訴訟遅延を意図的に行っていることが下級審
段階から判明していたようであるが。夕刻に
は、バイヤー・レバークーゼンにおいて「ド
イツ化学工業と環境保護」に関する講演会に
参加し、同社の環境保護施設を見学した後、
バイヤー・コンツェルン主催の晩餐会に出席
した。
　以上が今回の立命館大学法学部によるドイ
ツ国際共同研究の概要である。わが法学部か
ら１６名のスタッフが参加した今回の国際共
同研究は、これまでにない規模と質のある研
究会であったと事務局としては密かに自負し
ている。しかし、研究会の開催に当たって
は、言うまでもなく、楽屋裏で地味な仕事を
引き受けていただいた方々のご助力を忘れて
はならない。とりわけ、立命館大学側では、
原稿の翻訳を引き受けて戴いたエンノ・ベル
ント助教授（経営学部）およびシンポジュウ
ムの通訳・翻訳を引き受けていただいたジャ
クリーヌ・ベルント助教授（産業社会学部）
に心から感謝の意を表したい。また、ドイツ
側で通訳を担当されハンス・ペーター・マル
チュケ博士にはシンポジュウムのオーガナイ
ズを含めて大変お世話になった。期して感謝
の意を表する次第である。最後に、立命館大
学法学部の今後の発展を祈って今回の国際共
同研究の報告を終えることにする。
     　 (でぐち・まさひさ　民事訴訟法）　
　

Ⅰ，立命館大学商法研究会のそもそもの濫觴
は、１９６８年の春に、当時の商法担当者で
あった塩田親文と志村治美と大阪地裁に赴任
した吉川義春判事との三人で、塩田研究室で
ささやかに判例研究を中心として発足した。

その後、会員数もじょじょに増加し、毎月の
例会を持ちうるようになったが、研究会名は
その発足の事情を反映して、立命館大学商法
懇談会と称してきた。この間、『外国為替判
例研究』や『総合判例研究・商業登記』等の

     志村　治美

1994～1995年度立命館大学商法研究会・
自己評価報告書

ケ教授らが議論に参加した。尚、今回のシン
ポジュウムの内容はドイツのカール・ハイマ
ン社より出版される予定である。午後の休憩
を経て、夕刻より、ノルベルト・ホルン法学
部長（民法）、クラウス・シュテルン元学長
（憲法）、ハナウ教授、プリュッティング教
授、マインケ教授、リュフナー教授、ク
リューガー教授、エムケ教授、ホイザー教授
等の参加を得て、大河純夫教授による「日本
の法曹教育」に関する講演会を開催した。講
演には、日本との学術交流を積極的に展開し
ているケルン大学側の代表が参加し、ディス
カッションでは日独の法曹教育の相違点、と
りわけ、プロフェッショナルとしてのドイツ
の法曹養成とジェネラリストとしての日本の
法曹養成について議論が集中して行われた。
講演会の終了後、ウーリッヒ・マッツ学長主
催による歓迎会が開催され、立命館大学法学
部とケルン大学法学部の学術交流発展につい
て共通の認識を得ることができた。
　２１日の最終日は、クリューガー教授と
リュフナー教授のご好意で、ノルトライン・
ベストファーレン州憲法裁判所・高等行政裁
判所を訪問した。まず同裁判所長官のブレル
トラム博士を表敬訪問し、同裁判所の役割に
ついて簡単な説明を受けた後、シュテルケン
ス博士が担当する行政訴訟を傍聴した。開廷
前に、立命館大学法学部が傍聴にきている旨
を訴訟関係者に告げ、いきなり行政訴訟の役
割について講義をはじめたのにはいささか驚
かされた。事件は、州政府と企業との間の燃
料タンク設営の許認可をめぐる紛争であった
が、証人の確保等で不十分な訴訟準備であっ
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   ついて                  斉藤    武氏
  「中国会社法における監査制度」
                           白    国棟氏
７）1994年11月21日 (月)
 末川記念会館第３会議室（出席者１５名）
「現代中国法の立法と理論」  王   家福氏
              肖   賢冨氏   梁   慧星氏
              崔   勤之氏   李     薇氏
８）1994年11月26日 (土)
   修学館第２研究会室（出席者８名）
   判例時報1502～1505号所収・商事判例に
   ついて                  山下  眞弘氏
 「中国会社法と合弁企業法との適用関係」
                           清河  雅孝氏
９）1994年12月17日 (土)
   修学館第１研究会室（出席者１１名）
   判例時報1506～1507号所収・商事判例に
   ついて                  西尾  幸夫氏
 「コ─ポレイト・ガバナンス理論による監
   査制度」                梁    東錫氏
10) 1995年１月28日（土）
   修学館第１研究会室（出席者８名）
   判例時報1508～1511号所収・商事判例に
   ついて                  伊藤  勇剛氏
  「合弁企業の現状と課題」
                           西村幸次郎氏
11) 1995年２月25日 (土)
   修学館第１研究会室（出席者１０名）
   判例時報1512～1515号所収・商事判例に
   ついて                   国友 順市氏
  「北朝鮮の改正合弁法について」
                            西村 峯裕氏
（Ｂ）１９９５年度研究会
１）1995年４月22日（土）
  修学館第１研究会室（出席者９）
  判例時報1516～1519号所収・商事判例に
  ついて                    西尾 幸夫氏
２）1995年５月27日（土）
  修学館第１研究会室（出席者１２名）
  判例時報1520～1523号所収・商事判例に
  ついて                   志村  治美氏
 「中国土地所有権の動向」   渠     涛氏
３）1995年７月１日（土）
  修学館第１研究会室（出席者１１名）

著書を共同研究の結果として発表し、一定の
成果を挙げてきた、と自負している。やがて
１９９４年３月、塩田教授の定年退職により
志村が責任者として就任したのを契機に、名
称も立命館大学商法研究会と改称し、その内
容も、従来の判例研究を踏襲するとともに、
それに加えて、本学のプロジェクト研究費を
与えられた「日・中・韓の三国の比較会社法
研究」を併設して、研究会を継続することに
した。したがって、本報告では９４年４月以
降の研究会を対象に採り上げることとする。
Ⅱ，研究会の開催日時と内容・報告者
〔Ａ〕１９９４年度研究会
１）1994年５月28日 (土)
 　修学館第１研究会室（出席者１５名）
 　判例時報1479～1484号所収・商事判例に
　 ついて                   瀬谷ゆり子氏
 「中国の会社立法における取締役会につい
   て」                     王    進生氏
２）1994年６月25日 (土)
   修学館第2 研究会室（出席者１０名）
   判例時報1485～1489号所収・商事判例に
   ついて                   志村  治美氏
 「韓国における一人会社の現状と設立可能
   性について」             粱    東錫氏
３）1994年７月23日 (土)
   修学館第１研究会室（出席者１０名）
   判例時報1490～1493号所収・商事判例に
   ついて　　　　　　　　　 永田  　均氏
 「中国法の常識─日本の法の常識とはどう
   違うのか─」  　         小口  彦太氏
４）1994年９月14日 (水)
   修学館第１研究会室（出席者８名）
 「韓国第二次会社法案について」
                            李    範燦氏
５）1994年９月24日 (土)
   修学館第２研究会室（出席者１２名）
   判例時報1493～1498号所収・商事判例に
   ついて                   竹濱    修氏
 「法人組織の関係者の司法書士に関する意
   識調査」                 後藤  幸康氏
６）1994年10月22日 (土)
   修学館第２研究会室（出席者７名）
   判例時報1499～1501号所収・商事判例に
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  判例時報1524～1525号所収・商事判例に
  ついて                    瀬谷ゆり子氏
 「担保としての会社資産」   山下  眞弘氏
 「投資家への開示」         西尾  幸夫氏
４）『日・中・韓における会社資金の調達と
  投資家保護』シンポジュウム
 Ａ1995年７月15日（土）午後１～６時
            アカデメイア２１  中野ホ─ル
Ⅰ，歓迎の挨拶   立命館大法学部長
                            久岡  康成氏
Ⅱ，本シンポジュウムの目的と範囲
                 立命館大   志村  治美氏
Ⅲ，担保としての会社資産
           座長  立命館大   長尾  治助氏
ⅰ）日本の場合
         報告者  立命館大   山下  眞弘氏
ⅱ）中国の場合
         報告者  中国社科院 王    家福氏
ⅲ）韓国の場合
         報告者  成均館大   高    翔龍氏
コンメンテイタ─ 北海道大   鈴木    賢氏

 Ｂ1995年７月16日（日）午前９時～５時
            立命館末川記念会館  大会議室
Ⅳ，株式社債発行会社に対する国家・
    第三者機関の審査 　　
           座長  早稲田大   酒巻  俊雄氏
ⅰ）日本の場合
         報告者  立教大     上村  達男氏
ⅱ）中国の場合
         報告者  中国証監委  楊   志華氏
ⅲ）韓国の場合
         報告者  成均館大    李   範燦氏
コンメンテイタ─  京都大     龍田   節氏
Ⅴ，投資家への開示
           座長  立命館大    斉藤   武氏
ⅰ）日本の場合
         報告者  龍谷大      西尾 幸夫氏
ⅱ）中国の場合
         報告者  中国社科院  王   保樹氏
ⅲ）韓国の場合
         報告者  全北大      崔   埃瓊氏
コンメンテイタ─ 京都産大    清河 雅孝氏
Ⅵ，閉会の挨拶   立命館大    志村 治美氏
〔出席者；学者８０名，会社法務担当者３０

名，弁護士・司法書士等１０名〕
５）1995年９月９日（土）
  修学館第１研究会室（出席者８名）
 「最近の中国商事立法について」
                             王   保樹氏
６）1995年10月28日（土）
  修学館第１研究会室（出席者９名）
  判例時報1527～1538号所収・商事判例に
  ついて        　　　　　　　永田  均氏
　　　　　　　　　　　　　　　斉藤  武氏
７）1995年11月25日（土）
  アカデメイア２１ Ｋ206号( 出席者８名)
  判例時報1539～1542号所収・商事判例に
  ついて                    山下  眞弘氏
 「中国的法観念についての覚書
 ─民法通則１３２条公平責任原則の機能」
                            小口  彦太氏
８）1995年12月20日（水）
 末川記念会館第３会議室（出席者１８名）
 『韓国・成均館大・教授・院生／日本研修
  団を迎えての共同研究会』
ⅰ）「韓国商法改正作業の現状」
                            李    範燦氏
ⅱ）「日本商法の改正動向」
                            志村  治美氏
ⅲ）「韓国会社法における会長の法的位」
                            高    平錫氏
ⅳ）「日本会社法における代表取締役会長・
     社長」                 伊藤  勇剛氏
９）1996年１月27日（土）
 末川記念会館第３会議室（出席者１０名）
  判例時報1543～1548号所収・商事判例に
  ついて                    後藤  幸寿氏
 「北朝鮮における外国人投資法─中国法と
   比較して」               西村  峯裕氏
Ⅲ，研究成果の中間まとめと今後の課題
１）われわれのル─ティン研究である商事判
例研究については、ほぼ確実に、毎月の判例
の検討をたゆまず行い、道野君の努力により
判例カ─ドとしての配付は、欠席者をも含め
ての全員の学的資産の蓄積となっている。し
かし、研究会における報告・検討の実質的内
容は、やや単なる事例報告の域に留まってお
り、今一度初心に立ち返り、形式・実質両面
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３）この他韓国については、志村、道野助手、
多木大学院院生の３名が、１０月２０～２３日
に光州・朝鮮大学校からの招聘により渡韓し、
朝鮮大学校丁総長の挨拶に引き続いて、志村が
『世界における小規模・閉鎖会社の立法動向─
一人会社を中心にして』と題して講演（朝鮮大
学法学論集に掲載定）・討論を行った。他方、
１２月１９～２５日の間、韓国・成均館大学校
／李教授、慶南大学校／高教授他、成均館大学
大学院院生６人が、本学を訪問し、上記第８回
の要領で共同研究会を開催した。とくに、折か
らの韓国大財閥会長の贈賄事件が発覚したこと
もあって、それの法的解明を日・韓双方から論
文を作成し、これを共同発表すべく準備中であ
る。
４）ところで中国は、会社法の法的環境整備の
一環として、全国的な「証券取引法」制定の準
備を進めている。これを放置すれば、会社資金
調達の側面でわれわれの研究に大きな欠落を生
じる。また、現在、企業活動に大きな影響を与
える「契約法」の立法作業にも中国は着手して
いる。これは民商二法を統一した法律として構
想されている。したがって、中国企業法研究に
おいて少なくとも最先端を走っているクル─プ
の一つと自負している我々も、従前の研究蓄積
の上に立って、これらの問題に新たに取り組ん
で行きたい、と考えている。　
　　　　　(しむら・はるよし　民事法学）　
　　　　

での充実を図る必要がある。
２）ついで、テ─マ研究の方は、毎回、斯界
の第一人者を報告者に委託し検討した結果、
極めて密度の濃いものとなり、その成果の発
表である１９９５年７月１５・１６日のシン
ポジュウムの開催については、中国、韓国を
始め、日本では北は北海道から南は鹿児島に
いたる各地の学者・研究者８０名、会社法務
担当者３０名、弁護士・司法書士１０名の計
１２０名の参加をえ、二日間の熱心な討議を
重ね大きな成果を挙げえたと確信している。
この全報告および質疑応答は、（財）村田学
術振興財団からの資金援助を基にして、単行
書（約２７０頁）として晃洋書房から出版す
べく、目下、組版中である。なお、日本経済
新聞１０月７日付け朝刊第一面によれば、中
国企業のＢ株を１９９６年夏をめどに、東京
証券取引所に上場するため、中国証券監督管
理局と日本大蔵省とが、手続き面での打合せ
に入ったと報じ、また同紙１２月１日付夕刊
第一面によると、韓国政府も今年から証券会
社の海外進出を原則的に自由化した結果、韓
国の証券会社が続々と日本に進出したこと、
それに伴って資本取引の成長も予想されると
報じている。このような三国間の資本取引が
活発化するにつれて我々の研究の意義は益々
高まっている、と言えよう。

ドイツ人の慰謝料請求
　　　　－留学中の話題から－

 和田真一

  １９９４年４月から１年半の間、北ドイツ
のゲッティンゲンで在外研究を行う機会を与
えられ、昨年の９月末に帰国しました。ゲッ
ティンゲン大学と立命館とは公式なつながり
はありません。この大学を滞在先としたの
は、ここのドイチュ教授の主著の一つである
『責任法総論』の紹介作業を乾昭三名誉教授
の監修で立命館法学に連載したこと、そして

１９８７年１０月にちょうど来日中であったド
イチュ教授を招いて遺伝子工学法の立法作業に
ついて本学で研究会を持っていただいた機縁が
あったからです。
　留学前には、ゲッティンゲン大学については
その名前を知るのみであったというのが正直な
ところです。ただ、渡独直前にドイツ関係の手
許の文献を繰っていたら、法哲学者イェーリン
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クは、最晩年をゲッティンゲンで過ごし、こ
の地で没したことを知りました。イェーリン
クの『権利のための闘争』のあまりに有名な
書き出し「法の目標は平和であり、それに達
する手段は闘争である」は、存心館の入り口
左脇の壁にかかる銘板の末川先生の言葉を通
じても我々にはなじみ深いところです。
  ところで、ドイチュ教授は法学部にある複
数の研究所の所長を兼ねていますが、そのう
ち医師法・薬事法研究所の建物（といっても
大学に隣接する古い民家を改造したものらし
い）に私は居候していました。ドイチュ教授
は損害賠償法学の第一人者で、近時は医事法
分野での仕事も大きな比重を占めており、そ
の仕事の現場で研究スタッフとともに過ごせ
たことは良い経験でした。
  医事法研究室にいた手前、病院からみで話
題となった事件を一つ紹介しましょう。本件
が雑誌でも何人かの学者によって取り上げら
れたのは（Taupitz,NJW 1995,745.など。なお
タウピッツ教授はドイチュ教授の弟子の一人
で、現在マンハイム大学教授）、少し妙な理
論構成で裁判所が慰謝料を認めてしまったか
らです（連邦通常裁判所１９９３年１１月３
日判決。NJW 1994,127.）。
　事件は、３１歳の男性が膀胱ガンの手術を
受けるに当たり、術後は生殖能力を失うと説
明されたために、当該病院に精液の冷凍保管
を依頼したことに始まります。この男性は当
時独身でしたが、結婚後は自分の子供をほし
いと考えていました。ところが、病院の保管
能力には限度があったため、保管を継続する
かどうか、返答がなければ精液を廃棄すると
いう趣旨を添えた問い合わせが手紙で行われ
ました。男性は継続保管の返答を同じく手紙
でしたのですが、この返事が当該男性のカル
テに綴じ込まれず、返答のないものとして扱
われてしまいました。後日、結婚したこの男
性が自分の子供をもうけようと病院に問い合
わせたところ、当該の精液はすでに廃棄され
たことがわかりました。男性側は精神的苦痛
に対する慰謝料２５０００マルク（１マルク
６５円とすると１６２万５千円）を請求。
　人工生殖に関わる今日的な事件ではありま

すが、病院の手落ちは明白で、わが国の感覚
では、保管契約に基づく債務不履行責任ない
しは不法行為責任を追求すればよく、法律構
成にはあまり苦労しなくてもすむのではない
かと思われます。請求された慰謝料額は
ちょっと高いかもしれませんが、少なくとも
精神的苦痛に対する慰謝料請求自体は可能で
ある。
　しかしドイツ法ではそうはいきません。ま
ず、債務不履行に基づく損害賠償では慰謝料
請求は認められていない。それなら不法行為
でといっても、身体、健康、自由が侵害され
た場合にのみ慰謝料は認められると明文規定
（ドイツ民法８４７条１項）があり、非財産
的損害の金銭賠償は法律規定のない限り認め
られないともされているのです（同２５３
条）。身体から分離された身体の一部などは
物であって、本人はこの「物」に対する所有
権侵害を理由に損害賠償請求できないかと思
うが、そのように理論構成に工夫を凝らして
も、慰謝料請求という効果がついてきてくれ

ないから実りがない。
　しかし連邦通常裁判所は、この民法規定の
例外を重大な人格権侵害の場合に認めてきて
います。それならば本件でも、家族計画に対
するいわば自己決定権の侵害として、人格権
侵害があったとみるべきではないかという議
論もあるのです。しかし、判例はそうは取ら
なかった。その可能性が捨てられた理由に
は、人格権侵害の構成要件を無限定に拡大し
たくはないということもあるでしょうが、私
は実際の理由の一つは請求された慰謝料額が
人格権侵害を理由として認容するには高額す
ぎたからではないかと思います。もちろん、
ドイツでは人格権侵害の場合の慰謝料請求に
ついては、慰謝料の満足的機能（制裁的機
能）を正面から認めますので、これが認めら
れる事情があれば、数万マルクが認容される
こともありえます。しかし、満足的慰謝料が
認められるのは、実はマスコミによる名誉や
プライバシー侵害のような場合に限られてい
るようです。そのほかの人格権侵害事例で
は、金額的にはわが国とそう違いもないよう
に思われ、精神的損害だけで本件請求額をク



立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレターNo.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)
99999 Ritsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan University

リアするのは難しいように思われます。
  結論的に連邦裁判所は請求全額を認容する
のですが－到達した結論ゆえ、困ったあげく
に？－保管された精液の廃棄は身体への侵害
にあたり、それに基づいて慰謝料請求も認容
されるとしたわけです。身体侵害の場合の慰
謝料額は、これも事案によりますが、しかし
これならば数万マルク（数百万円）台の慰謝
料が認められることも珍しいことではありま
せん。その反面、理論構成としては、ちょっ
と妙なことになってしまい、批判を受けるこ
とになってしまいました。卵、受精卵や胚、
採取された血液などとの関係でも、同じに考
えるのか、違うのか。大いに議論になるとこ
ろです。
　慰謝料に関するドイツ法の考え方というの
は、常々少し窮屈だと思っていましたが、こ
の事件では、そのあたりの問題がまともに出
ている感じもします。物損で精神的苦痛だ慰
謝料だというのは日本的情緒の世界であっ
て、ドイツではもっと割り切っている、とい
うわけではありません。やはり同じ人の世

で、物への侵害の時には、愛好利益
(Affektionsinteresse)なる「財産的損害」の
一項目を認めたりもしています（物への主観
的な価値を金銭評価する）。
　ドイツでは、民法のような基本法でも、実
状にあわなくなると法律改正されることがわ
が国よりもよくあります。慰謝料について
も、慰謝料請求権の一身専属性を定めた民法
８４７条１項２文は、裁判実務で様々な理論
構成で適用回避が試みられた後に、１９９０
年には削除されました。しかし、慰謝料請求
が認められる可能性の拡大を立法的に実現し
ようとする議論は今のところ具体化していな
いようで、当面は必要あれば裁判所の努力に
よらなければならない状態が続くようです。
ドイツ法には学ぶところも多く、それで現地
に赴いて法の実際も見てこようということに
なるわけですが、慰謝料に関するルール、考
え方など、おそらく基本的な価値観の相違も
あるでしょうし、直輸入は難しい分野でもあ
ります。
           　　（わだ・しんいち　民法）　
　

　博士論文執筆を振り返って　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　徳川信治

　
味を一層強くさせたのが、３回生の春のゼミ
旅行でした。旅行先は、タイ・シンガポール
だったのですが、そこで見た現地の子どもた
ちの屈託のない笑顔と、彼らがおかれたスラ
ム街の絶望的な現実（私にはそう思えたので
すが）が忘れられなかったのです。この現実
を解決するにはどうしたらよいのだろうかと
いう思いに駆られ、その解決を探るために、
実際には法学を研究することが直接的に彼ら
を救済することにはならないのでしょうが、
この研究者の道を選んだように思います。
　ところで私は、学部在学中は山手治之名誉
教授の国際法ゼミに所属し、大学院に進学し
てからは、薬師寺公夫教授に師事しました。
両教授とも非常に学問研究に対する姿勢には
大変厳しい方であり、その下で何度も研究者
には向いていないのではないかという思いに

　1995年10月14日に立命館大学中川会館四階
大会議室において博士号学位授与式があり、
そこで私は博士号（法学）という名誉に預か
りました。約10年間立命館にお世話になり、
その間の研究成果がこの博士号であると思う
と非常に感慨深いものがあります。
　立命館大学法学部に1986年4月に入学した頃
国際法を研究しようとは夢にも思っていませ
んでした。ところが１回生の時に松井康浩著
『原爆裁判』に読む機会があり、私自身も広
島市出身であったので、そのなかに書かれた
原爆裁判に関わる法律問題や田畑茂二郎京大
名誉教授の原爆投下に関する鑑定書に引きつ
けられたのです。そのなかで法理論と現実と
の乖離の問題の一端を考えさせられ、それ以
後私は国際法という領域に興味を持ち始める
ことになったのです。こうした国際法への興
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駆られました。特に修士論文やそれを公表す
る際には、薬師寺教授には何度も原稿に朱を
いれられて突き返され、また関西の国際法研
究者が参加する国際法研究会でもいろいろと
厳しいご指摘を受けましたので、本当に自分
の力不足を思い知らされました。こうしたこ
とを何度も繰り返しながらなんとか今回の博
士論文ができあがったのですから、諸先生方
の学恩は計り知れないものがあります。
　さて、私が学位をいただいたその論文は、
「国際人権規約の国際基準と日本の裁判所に
おける適用　序説」です。これは、第二次世
界大戦後、平和の構築の基礎には人権の尊重
が必要であること、これには国内法だけでな
く国際法も人権の保障に関わる必要があると
いう国際情勢の中でできた包括的な人権カタ
ログを持つ国際人権規約を、日本の裁判所の
援用状況を念頭に置きつつ検討したもので
す。実際には、国際人権規約のうちの、市民
的及び政治的権利に関する国際規約（自由権
規約・日本は1979年批准）の条文を取り上げ
たものです。
　私がこの研究を取り上げようと思うように
なったのは、日本の裁判所で自由権規約の援
用される機会が年々増大しているにもかかわ
らず、裁判所による自由権規約の条文に対す
る十分な解釈・適用が行われておらず、その
ため人権が必ずしも保障されるようにはなっ
ていないという現実があったからです。さら
には規約人権委員会も、1993年日本政府に対
して、国際機関による個人の被害通報を審議
する手続きを定めた選択議定書の批准を勧告
するにいたっています。そうした状況の中で
は、日本も真剣に選択議定書の批准を検討す
べきことが避けられない時期になっていると
いえましょう。したがって研究者、実務家双
方から、自由権規約諸条文の内容に立ち入っ
た体系的研究の必要がつとに指摘され始めて
おり、特に、憲法の諸条文よりも詳細な規定
をおく自由権規約諸条文の解釈・適用につい
ては、伊藤正巳元最高裁判事も指摘するよう
に、国際約束の中身の実証的な研究が急務と
されていたのです。こうした社会的要請に積
極的に応えようとしたものが今回の博士論文

でした。したがって今回提出した論文は、日
本での人権問題としても注目されると思われ
る、無差別条項の機能（2条1項、3条及び26
条）、家族概念（17条及び23条）並びに死刑
問題（6条）を取り上げました。
　以上のような問題意識から出発したもので
すから、私の研究は、実証的研究であり、そ
の研究方法は次のようなものでした。第一
に、国際法及び憲法のいずれにおいてもまだ
十分に検討されてはいなかった日本の裁判所
での自由権規約適用の諸先例とその問題点を
まず明らかにする、そのうえで第二に自由権
規約が国際基準としていかなる義務をわが国
に課しているのかを、まず自由権規約起草文
書を子細にフォローすることにより明らかに
する、さらに第三に規約人権委員会で検討さ
れた諸事例を網羅的に調べ、国際実施・監督
機関が当該諸条文につきどのような解釈を行
い、いかなる基準を打ち出しつつあるかを考
察する、というものでした。
　私の力不足もあり、実際にどれだけ社会的
要請に応える論文になったかは疑問ですが、
現在では（財）世界人権問題研究センター専
任研究員として、これまでの研究を基礎にこ
の国際人権規約の体系を明らかにするため、
更なる研究を行っているところです。
  ところで私が現在おります（財）世界人権
問題研究センターは、平安建都1200年記念事
業の一つとして昨年設立され、世界的な規模
で人権問題を研究するアジア地域初の研究所
です。この研究所は、国内の人権問題に関す
る研究者を集め、必要な場合には海外からも
研究者を招き、世界的な広い視野から人権問
題を研究することにより、人権問題に対する
構成で正確な理解を得ることを目的としてい
ます。したがって共同研究方式を重点とした
研究方針をおいています。現在研究部は四部
に分かれ、それぞれ、「国際的人権保障体
制」、「同和問題」、「在日外国人問題」、
「女性の人権」となっています。田畑茂二郎
京大名誉教授が所長を務められていることも
あり、私にとっても国際法を研究するにあた
り非常に勉強になる環境であるといえましょ
う。
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　この研究センターへの配属が、博士後期課
程３回生在籍中でしたので、センターでの勤
務と大学院のスクーリングさらには博士論文
の執筆という３つのことを一度にこなしてい
くことは、これまでこうしたことを経験した
ことがなかっただけに、非常にきついものが
ありました。しかしながら、多数の先生方の
励ましと粘り強く面倒を見て下さった諸先生
方のおかげにより博士論文を提出することが
できました。また、世界人権問題研究セン
ターにも大変なご迷惑をおかけしながらの論
文執筆であったことは疑うべきもありませ
ん。皆様方に深く感謝申し上げなければなり

ません。
　今回の博士号の取得では、田畑先生や山手
先生をはじめとする多数の先生方にに喜んで
いただき、非常に感激しています。ととも
に、それだけ今回の研究が一つの出発点とし
て、研究を発展させていかなければなりませ
ん。「己に徹して人のために生きる」という
私の高校の校訓をいまここであらためて思い
起こし、研究の発展とそれにふさわしい人格
を形成しつつ、これからの研究生活を歩んで
いきたいと考えています。

（とくがわ・しんじ　（財）世界人権問題研
究センター専任研究員/立命館大学法学博士）

「ニューフェイス登場」コーナー
中央地方関係から「現代日本政治」をみ
るみる                     　　堀　雅晴

　はじめまして。94年4月に赴任して、現代日
本政治論を担当してします。他大学にはあま
りない科目かもしれません。そこで、はじめ
に少し宣伝からさせてください。
  日本政治学会名簿（95年度）によります
と、「日本現代政治論」が自らの専門と答え
た会員（２つまで選択可能）は70名います。
そこに記載されている方々をみれば、当該科
目の輪郭ぐらいは確定できそうかといえば、
そうともいえません。なぜなら、これまでの
科目＝学問が誤解を恐れずいえば研究方法論
中心ですが、この場合は研究対象論による限
定であり、現代日本の政治のあり方論に関す
る学問ということになるからです。したがっ
て、当面は現代日本で繰り広げられていいる
政治（プラス行政）を自由に論じてみること
が大切ではないかと考え、仕事をしていま
す。
　さて、そのように考えながらこの２年間に
発表した論文を次に紹介して、近況報告とさ
せていただきます。
○「日本における政治的民主主義の現状と課
題─椿発言問題と証人喚問事件─」福井英雄

編『現代政治と民主主義』（法律文化社、
1995年4月）所収。
　ご承知のように、93年8月の細川政権誕生を
めぐるテレビ朝日の椿貞良報道局長の「問題
発言」（第６回放送番組調査会の席上での
「オフレコ」発言）について、証人喚問が全
会派一致のもとで異例の早さでおこなわれた
事件を取り上げた。「言論への弾圧は、民主
主義を謳歌している今この時でも、まったく
容易に実現するという事実が証明された」
（番組調査会の委員の一人であった渡辺真次
氏、「自由と正義」45巻8号、94年8月）とい
う問題提起を受けて、自分なりに考えてみた
ところを書いた。結論として、やはり民主主
義の中心に「言論に対する批判は、自由な言
論の場においてなされるのが鉄則」を文字ど
おり定着させるためには、非権力的な社会的
規制が発揮しうる市民社会への成熟の課題が
みえてきた。
○「震災復興対策と中央地方関係」（「行政
管理研究」95年12月号）、「大震災から見え
てきたもの」（「おおさかの住民と自治」95
年10月号）



立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター立命館大学法学部ニューズレター No.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)No.5(1996.6)

Ritsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan UniversityRitsumeikan University 1 21 21 21 21 2

（諸井委員長）における機関委任事務制度廃
止のための「検討試案」の公表によって、
「省」集権型タテ割行政がどのように展開す
るのか注目されているなかで、府県農政改革
の全国的な動向とその特徴を研究した。その
なかで明らかになったことは、�従来どおり
に機関委任事務体制の下で国・自治体一体型
のパターンにより具体化されてきているこ
と、�その発想も「行革」タイプにありがち
な画一的で「効率」重視（→スクラップ）の
対応（＝事務事業と機構〔人員〕の縮減）と
いう点で一定の規則性が確認できることであ
る。
　最後に一言。昨年福井英雄先生がお亡くな
りになられました。先生にそれらを読んでい
ただけないのが、まことに残念です。
　　　　　　（ほり・まさはる　政治学）　
　　　

　震災復興関係の論文が理系を中心にたくさ
ん発表されているのに比べて、社会科学系、
とりわけ政治学・行政学・地方自治論等では
ほとんど見受けることが少ない。そこで、本
学の震災プロジェクトのメンバーの一人とし
て何とか研究の足場を築くべく取り組んだも
のの成果である。前者では、震災復興構想と
手法をめぐる国・兵庫県・神戸市の錯綜状況
の整理を、後者は財政再建計画の意味と職員
論を論じている。今後、被災自治体の議会の
役割、ボランティアと行政の問題等、研究し
てみたい問題が山積しています。
○「新政策下における府県農政改革の動向と
その特徴」（農業と経済、96.3.号）
　95年度内での行政改革大綱の策定とそれに
基づく３カ年程度実施計画づくり（定員適正
化計画を含む）および政府地方分権委員会

                  法学部関連の主な学術交流・研究活動（1995年12月～）

95年 12月 4日　 19世紀ヨーロッパ文化研究会：中谷猛氏「トクヴィルを読む『アメリカのデモ
                クラシー』第２巻　第６章～７章を中心に」　
95年 12月 8日　 政治学研究会：崔鉉一氏「韓国と日本の住宅政策」
95年 12月 8日　 民事法研究会：祖暁峰氏「代理における善意者保護」
95年 12月21日   高齢化社会プロジェクト研究会：山根裕子氏「ＥＣの社会政策」
                                            堀雅晴氏「政令都市と高齢者保健・福祉計画」
96年  1月12日　 公法研究会：市川正人氏「二重の基準論」
96年  1月17日　 震災復興対策部会：竹濱修氏「地震保険制度とその改正」
96年　2月 9日　 公法研究会：三木義一氏「財産権保障と課税権の限界」
                                       ～96年6月22日ドイツ連邦憲法裁判所決定を素材に～
96年  2月26日　 19世紀ヨーロッパ文化研究会：中谷猛氏「トクヴィルを読む『アメリカのデモ
                クラシー』第２巻　第７章～８章を中心に」

　法学部部門別定例研究会：  法政研究会／公法研究会／民事法研究会／政治研究会
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